
三
代
権
茶
開
始
年
代
考
附
三
説
法

曾
　
我
　
部
　
静
　
雄

　
臓
器
の
確
茶
、
帥
ち
茶
の
専
責
の
開
始
年
代
に
つ
い
て
は
、
大
正
七
年
十
二
月
登
行
、
海
台
地
理
歴
史
研
究
報
告
第

五
冊
所
載
、
松
井
等
氏
訳
詩
「
北
宋
の
醤
契
丹
防
備
と
茶
の
利
用
』
貝
一
三
六
に
於
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
み
る
。

　
　
宋
の
太
慨
の
乾
留
二
年
、
纏
縫
の
實
施
せ
ら
れ
し
事
は
、
綾
資
治
通
鑑
長
編
警
見
え
、
そ
の
記
事
に
、
乾
徳

　
　
二
年
八
月
、
電
命
京
師
・
建
安
・
漢
陽
・
断
口
、
並
置
…
場
、
黒
茶
…
・
…
：
暴
民
茶
難
論
外
、
悉
官
買
、
民
敢
藏
懸
面

不
甕
及
簸
導
入
之
、
、
い
¢
次
に
、
乾
徳
三
究
尺
欝
黄
簾
書
成
袈
置
＋
四
達
聾
利
、
働

　
　
歳
入
百
籐
岩
絡
と
い
へ
り
。
折
税
と
は
、
茶
を
以
て
税
銭
に
代
納
す
る
を
謂
ひ
、
宋
史
の
食
貨
志
に
、
民
歳
楡
税
、

　
　
二
折
看
者
、
謂
謬
論
税
茶
と
あ
る
も
の
に
同
じ
Q
こ
の
代
納
用
の
茶
を
除
く
外
は
、
茶
は
総
て
官
有
と
な
り
、
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
手
に
三
っ
て
謬
り
下
げ
ら
る
、
事
と
な
れ
り
。
遣
場
と
は
、
宋
史
の
食
貨
志
に
山
場
と
記
せ
ら
る
、
も
の
に
同

　
　
じ
く
、
茶
務
（
殊
に
茶
の
買
入
）
の
監
督
所
な
り
。
云
々

と
云
ひ
、
叉
同
じ
く
頁
一
七
五
、
註
四
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
文
献
重
出
（
征
催
五
）
に
は
、
乾
徳
二
年
八
月
、
始
倉
京
師
及
建
安
土
陽
等
軍
断
…
口
、
澄
務
と
あ
り
て
斎
場
と
謂
は

　
　
す
、
務
は
樒
貨
務
に
し
て
場
は
山
場
な
れ
ば
二
者
同
じ
か
ら
す
Q
宋
吏
の
食
貨
志
に
は
、
初
京
師
建
坪
裏
復
州
、

　
　
　
　
宋
代
謡
講
開
始
年
代
考
附
属
観
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
．
第
一
號
　
　
　
五
三



　
　
　
　
宋
代
挫
茶
開
始
年
代
考
附
竺
親
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
塗
’
第
｝
號
　
　
　
霊
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
　
鼠
壁
務
と
記
し
て
、
文
献
選
考
と
同
じ
く
務
と
い
ひ
、
瀧
陽
報
口
の
代
り
に
裏
州
軍
扇
を
墨
ぐ
。
（
中
略
）
由
っ
て

　
　
考
ふ
る
に
、
乾
徳
二
年
に
、
京
師
建
安
漢
陽
無
口
に
雛
貨
務
（
山
場
に
斐
ザ
）
を
置
き
、
次
で
裏
州
復
州
に
も
設
け

　
　
ら
れ
し
な
り
。
（
下
略
）

と
述
べ
て
み
る
。
こ
、
に
…
以
上
引
用
せ
る
所
を
要
約
す
れ
ば
松
弁
域
は
長
編
耳
玉
に
乾
徳
二
年
入
月
、
初
A
ド
京
師
建
安

漢
陽
．
瞬
口
寛
仁
場
、
確
茶
と
あ
る
事
よ
り
乾
徳
二
年
を
以
て
重
代
椎
茶
閥
始
の
年
と
な
し
、
こ
の
年
に
京
師
を
始
め
と

し
て
他
の
三
地
方
に
山
場
を
置
い
て
茶
を
麗
し
た
と
見
、
一
方
又
註
に
於
て
は
宋
史
及
び
文
献
仁
摩
の
記
事
よ
め
し
て

乾
徳
二
年
八
月
、
師
ち
長
編
に
謂
ふ
山
場
を
畳
い
た
と
同
年
同
月
に
、
し
か
も
山
場
を
設
養
し
た
と
同
一
地
方
に
、
茶

の
買
入
を
目
的
と
す
る
山
場
に
あ
ら
す
し
て
、
そ
の
反
樹
の
目
的
、
帥
ち
官
有
の
茶
を
ば
希
望
者
に
切
り
下
ぐ
る
事
務

を
掌
る
役
所
「
縮
貨
務
」
を
ば
設
け
π
と
な
し
て
み
る
．
、
自
分
は
松
井
氏
の
こ
の
長
編
と
朱
墨
、
文
献
通
考
の
如
く
相
樹

立
せ
る
記
述
を
ば
全
部
確
實
な
る
も
の
と
是
認
し
、
こ
れ
よ
り
立
論
せ
ら
れ
た
る
宋
代
置
茶
開
始
年
代
説
に
甥
し
、
聯

か
疑
を
懐
く
所
あ
り
、
以
下
少
し
く
良
説
を
述
べ
て
、
大
方
各
位
の
高
駿
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
問
題
は
無
徳
二
年
新
月
に
京
師
建
安
漢
陽
甘
口
に
場
を
遣
か
れ
た
の
か
、
務
を
麗
か
れ
た
の
か
、
叉
松
井

氏
の
謂
へ
る
如
く
…
場
務
共
に
遣
か
れ
た
の
か
に
あ
り
。
松
井
氏
は
長
編
、
宋
磁
食
貨
志
、
交
献
通
考
の
三
書
を
利
用
さ

れ
て
る
る
が
、
こ
の
事
を
記
述
せ
る
書
は
他
に
も
あ
り
Q
例
へ
ば
沈
括
の
夢
漢
筆
談
窓
十
二
に
は
、

　
　
本
鰯
茶
法
。
乾
徳
二
年
。
始
認
在
京
建
州
漠
断
口
。
心
遣
椎
貨
務
。

（5蓬）



と
か
、
叉
王
慮
麟
の
玉
海
憲
百
八
十
…
、
乾
徳
権
捨
苗
の
所
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
乾
徳
二
年
入
月
辛
酉
Q
澱
椎
貨
務
。
京
師
及
建
安
漢
陽
瑚
口
並
罎
。

と
か
、
そ
の
他
李
璽
の
皇
宋
十
朝
綱
要
憲
一
に
も
、

　
　
嘉
徳
二
年
雪
月
辛
酉
。
詔
於
京
師
及
洛
江
。
各
概
権
貨
務
Q
今
商
族
入
金
語
誌
京
師
。
執
引
詣
三
江
湯
茶
。

な
ど
見
え
て
み
る
。
こ
、
に
注
意
す
べ
き
は
長
編
以
外
の
諸
書
は
悉
く
雛
貨
務
を
窪
い
た
と
謂
っ
て
買
霊
場
を
遣
い
た

と
謂
は
な
い
。
買
磁
場
（
山
場
）
を
遣
い
た
と
謂
へ
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る
長
編
の
記
事
を
、
煩
に
失
す
る
が
必
要
上
今

一
慮
全
文
を
記
載
す
る
な
ら
ば
、

　
　
乾
徳
二
年
入
月
辛
酉
。
初
倉
京
師
建
襟
帯
陽
聯
詩
。
並
畳
場
。
椎
茶
。
鞘
管
武
宗
。
始
禁
民
業
責
茶
。
自
十
斤
至

　
　
三
百
斤
。
滑
舌
銭
決
着
憲
法
。
於
是
。
舟
民
営
謝
恩
外
。
悉
官
買
。
民
習
藏
匿
而
欝
欝
官
。
及
私
販
講
者
。
洩
入

　
　
之
。
計
其
手
。
百
銭
以
上
者
。
杖
七
十
。
入
門
加
役
流
。
主
吏
以
官
需
貿
易
蒋
。
恩
讐
直
。
五
百
鏡
流
二
千
里
。

　
　
一
貫
五
百
。
回
持
侯
販
易
私
茶
。
爲
官
司
檎
捕
者
．
皆
死
。
崩
鶴
臼
蓋
触
層
醗
賭
概
㌍
鱗
縢
本
志
。

右
の
長
編
の
一
文
を
熟
覧
す
る
な
ら
ぜ
、
場
を
設
け
て
茶
を
擁
し
た
と
云
へ
る
事
に
大
な
る
誤
謬
を
犯
か
せ
る
を
糞
見

す
る
Q
そ
れ
は
場
、
鄭
ち
黒
茶
場
（
山
場
）
の
性
質
を
考
ふ
る
な
ら
ば
欝
か
ら
明
か
で
あ
る
。
場
は
茶
の
産
地
に
設
け
ら

れ
た
る
茶
の
買
入
れ
の
監
督
所
で
あ
る
。
支
那
に
於
け
る
茶
の
産
地
は
南
方
揚
子
江
流
域
地
方
で
、
墨
黒
で
は
所
謂
江

潅
湖
漸
腱
鞘
地
方
が
そ
の
圭
要
産
地
で
あ
る
。
故
に
黒
茶
場
を
設
置
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
等
の
地
方
に
設
け
ら
れ
る
が

　
　
　
　
喰
代
穣
茶
開
始
年
代
考
附
三
説
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
　
五
五
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血
小
代
醗
噛
余
醐
…
始
年
代
考
附
瓢
一
説
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
串
十
七
眼
閃
　
第
…
號
　
　
　
　
五
轟
ハ

當
然
で
あ
ら
う
。
然
る
に
長
編
で
は
茶
の
産
地
よ
り
は
遠
く
隔
れ
る
京
師
（
要
港
）
に
買
茶
場
を
設
け
た
と
謂
ふ
。
大
な

　
る
矛
盾
で
あ
る
。
次
に
又
長
編
懇
六
に
は
、

　
　
王
徳
三
年
九
月
己
卯
。
以
度
支
郎
中
蘇
暁
町
諸
藩
轄
運
使
。
暁
建
議
。
擁
薪
黄
併
殿
壽
五
州
茶
。
遣
十
四
場
。
籠

　
　
其
利
。
歳
入
百
籐
萬
絡
。

と
謂
へ
る
事
で
あ
る
Q
松
弁
氏
は
無
批
鋼
に
嘉
徳
二
年
椌
茶
の
記
事
と
同
所
に
こ
れ
を
引
用
し
て
み
る
が
、
二
年
の
所

に
暴
げ
る
薪
口
は
三
年
の
所
に
華
げ
る
薪
州
と
は
同
一
の
所
で
あ
っ
て
、
薪
口
は
薪
州
の
薪
口
で
あ
る
。
今
日
の
湖
北

省
の
賀
春
縣
に
罵
る
。
二
年
に
既
に
こ
の
地
に
玉
茶
を
實
施
せ
り
と
謂
ひ
な
が
ら
三
年
に
又
そ
の
同
一
地
に
無
茶
を
行

ふ
と
云
ふ
理
あ
ら
う
か
。
思
ふ
に
罵
れ
は
長
編
の
著
者
李
叢
が
無
徳
二
年
に
京
師
以
下
の
四
地
方
に
縮
貨
務
を
置
か
れ

た
の
を
買
茶
場
設
概
と
誤
り
、
そ
の
結
果
思
は
す
自
己
矛
盾
を
表
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
以
上
の
如
く
見
て

監
來
る
な
れ
ば
乾
徳
二
年
八
月
京
師
以
下
の
四
地
方
に
買
茶
場
を
設
け
て
茶
を
古
し
た
と
の
長
編
の
記
事
は
、
全
く
誤
り

で
、
宋
史
、
文
献
蓮
考
，
夢
漢
筆
談
、
楽
宋
十
二
綱
要
、
玉
総
等
に
あ
る
雑
貨
務
を
設
け
た
と
の
記
述
を
以
っ
て
正
し

き
も
の
と
思
ふ
。
從
っ
て
松
井
氏
の
言
へ
る
如
く
乾
徳
二
年
に
買
議
場
も
雛
貨
務
も
同
時
に
、
し
か
も
同
一
地
に
併
羅

さ
れ
た
と
の
説
は
成
立
し
得
な
い
。
し
か
ら
ば
瓢
箪
の
開
始
年
代
は
何
年
と
す
べ
き
か
。
心
霊
二
年
入
月
番
貨
場
設
畳

を
以
っ
て
そ
れ
と
認
定
す
る
か
で
あ
る
．
、
し
か
し
二
年
入
月
に
は
椎
賞
務
は
設
け
ら
れ
た
る
が
、
民
の
肖
由
責
買
は
禁

止
さ
れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
故
に
眞
の
專
責
は
行
は
れ
な
か
っ
た
Q
思
ふ
に
二
年
入
月
設
置
さ
れ
た
る
雛
貨
務
は

（56）



Ψ

そ
の
地
方
の
民
に
租
税
の
代
り
に
折
秘
せ
し
め
た
る
茶
、
即
ち
折
茶
（
或
は
折
税
茶
と
も
謂
ふ
）
と
か
、
或
は
官
函
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

買
入
れ
だ
る
茶
を
ば
蓄
聾
し
て
、
巻
樽
に
直
接
嶺
渡
し
、
或
は
多
分
そ
の
後
間
も
無
く
實
施
さ
れ
だ
る
交
引
折
中
吊
の

如
く
、
起
爆
が
先
づ
物
品
を
政
府
に
納
入
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
稚
貨
務
よ
り
茶
を
貰
ひ
黒
く
る
に
和
似
た
や
う
な
る

事
を
行
っ
て
み
た
め
で
あ
ら
う
。
眞
の
椎
茶
開
始
は
、
長
編
憲
六
に
あ
る
聖
徳
三
年
九
月
の
薪
黄
寄
癒
壽
五
州
の
雛
茶

を
以
っ
て
そ
の
最
初
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乾
徳
二
年
八
月
は
権
茶
開
始
の
年
と
見
る
事
は
出
來
ぬ
が
、
し
か
し

宋
代
茶
法
開
始
の
年
と
は
聡
し
得
る
。
椎
骨
が
茶
の
主
要
産
地
…
般
に
行
は
れ
始
め
た
の
は
乾
徳
五
年
か
ら
で
あ
る
G

玉
海
憲
百
入
十
一
、
乾
徳
権
茶
の
條
に
、

　
　
乾
徳
五
年
。
初
確
江
潅
湖
游
幅
建
路
茶
。
出
直
南
商
御
壷
中
州
之
利
。
故
澄
場
以
買
之
。
函
江
以
北
。
皆
爲
禁
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

地
。
又
同
書
巻
一
百
八
十
一
、
天
聖
茶
法
の
所
に
、

　
　
乾
徳
五
年
Q
始
禁
私
甥
茶
。

次
に
夢
漢
筆
談
懇
十
二
に
は
、

　
　
乾
徳
五
年
。
始
禁
私
壷
茶
。
從
不
癒
、
爲
情
理
重
、

玉
海
や
夢
漢
筆
談
は
、
江
潅
静
思
編
建
の
諸
地
方
に
一
般
的
に
椎
茶
が
行
は
れ
始
め
た
の
を
以
っ
て
、
そ
の
開
始
と
考

へ
て
、
’
か
く
の
如
く
始
め
て
私
責
茶
を
禁
ず
と
謂
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
以
上
の
如
く
催
茶
引
始
年
代
は
決
定
さ
れ
た
る
が
こ
、
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
前
に
引
用
せ
る
長
編
十
五
の
乾

　
　
　
　
宋
金
被
茶
開
始
年
代
考
蕨
岱
観
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
五
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撃



　
　
　
　
宋
代
碇
茶
甜
始
年
代
燕
巣
三
説
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
第
…
號
　
　
滋
八

徳
二
年
二
月
概
玉
壷
茶
の
次
に
あ
る
欝
唐
武
宗
。
始
禁
民
私
責
茶
。
…
…
…
智
死
ま
で
の
記
事
で
あ
る
。
若
し
こ
の
刑

律
が
長
編
に
あ
る
如
く
乾
徳
二
細
入
月
に
登
布
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
民
の
私
の
責
買
を
禁
じ
、
し
か
も

そ
の
上
そ
の
刑
罰
さ
へ
明
か
に
規
定
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
導
燈
顯
始
は
乾
徳
二
油
入
月
と
爲
さ
ね
ば
な
ら
澱
。

然
る
に
幸
ひ
に
も
こ
の
文
の
末
尾
に
、
長
編
の
著
蒋
李
寒
露
身
が
註
を
附
し
て
、

　
　
虜
唐
武
宗
以
下
至
皆
死
Q
並
糠
本
志
。
當
在
此
年
。
今
露
見
鼠
茶
後
。

と
該
っ
て
、
こ
の
一
廓
の
出
所
、
並
び
に
採
録
に
當
っ
て
の
彼
の
考
へ
を
述
べ
て
み
る
。
郎
ち
こ
れ
は
本
志
に
擦
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

と
あ
る
か
ら
、
今
は
傳
は
ら
な
い
が
嘗
時
存
し
て
み
た
三
朝
國
史
食
貨
志
か
九
朝
國
史
食
貨
志
に
闘
在
っ
た
も
の
を
探

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
食
貨
志
に
既
に
年
代
を
明
記
せ
ざ
り
し
と
見
え
て
、
李
護
は
當
在
心
急
（
乾
徳
二
年
）

と
軍
な
る
推
測
の
も
と
に
、
乾
徳
二
年
八
月
置
場
確
茶
の
後
に
附
記
し
て
み
る
。
文
献
通
考
征
誌
面
五
に
は
何
等
の
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

記
も
無
く
、
こ
れ
と
ほ
争
同
様
の
刑
律
を
乾
徳
二
年
の
事
と
し
て
無
げ
て
る
る
が
、
こ
れ
は
馬
前
下
が
長
編
の
記
事
を

そ
の
儘
採
録
し
た
の
で
あ
ら
う
。
乾
徳
二
年
荒
茶
が
實
施
さ
れ
な
い
事
が
簸
れ
ば
何
も
鳥
毛
二
年
の
所
に
附
記
す
る
必

要
は
な
い
。
李
黙
さ
へ
乾
癬
二
年
の
事
と
す
る
に
自
信
が
な
い
。
思
ふ
に
こ
れ
は
享
徳
三
年
纏
茶
が
始
め
て
開
始
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
融
四
）

て
よ
り
後
山
十
二
年
後
の
太
宗
の
太
卒
揚
蓋
二
年
重
ね
て
法
今
が
登
布
さ
れ
、
こ
の
問
題
の
法
禽
を
改
正
せ
る
所
を
見

る
と
、
こ
れ
は
乾
徳
三
年
か
ら
下
訳
興
國
二
年
に
至
る
問
に
獲
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
Q
夢
漢
筆
談
巻
十
二
、
乾
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む

五
年
。
始
禁
私
湘
買
茶
。
從
不
慮
。
爲
憐
…
理
重
。
と
か
、
マ
〈
宋
諸
等
合
心
密
之
雑
誌
の
所
に
、

（5S）



　
　
太
頽
乾
徳
五
年
。
訳
。
客
族
於
当
場
買
薄
茶
。
如
講
堂
雛
責
者
。
並
從
不
癒
Q
爲
一
郭
重
定
漸
。

と
あ
る
は
こ
の
法
曹
制
定
を
意
領
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
く
乾
遊
五
年
と
考
ふ
れ
ば
年
代
的
に
も
不
合
理
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
五
）

生
ぜ
な
い
Q
又
こ
の
法
令
全
部
が
同
時
中
華
布
さ
れ
た
か
も
疑
は
し
く
宋
史
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
最
後
の
持
侯
販
易
私

茶
。
爲
官
司
檎
捕
者
。
皆
死
と
は
太
李
興
國
二
年
よ
り
は
’
十
数
年
後
の
淳
化
三
年
に
規
定
さ
れ
だ
と
な
し
、
そ
の
他
の

條
項
は
年
代
は
示
さ
ぬ
が
太
李
興
國
二
年
以
前
と
し
て
み
る
。

　
要
す
る
に
長
編
憲
楚
腰
徳
五
年
入
寺
椎
茶
の
一
交
は
、
全
く
李
煮
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
松
井
氏
は
し
か
し
こ
れ
を
重

要
親
し
て
、
宋
代
催
茶
開
始
年
代
を
こ
、
に
遣
か
ん
と
し
た
が
、
こ
れ
亦
李
蒸
の
謎
謬
に
鵬
ひ
さ
れ
て
同
一
の
誤
謬
に

陥
…
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
次
に
三
説
法
に
つ
き
て
少
し
（
考
へ
を
蓮
べ
よ
う
。
三
説
法
は
太
宗
の
末
年
か
ら
翼
宗
一
代
を
通
じ
て
實
施
さ
れ
、

商
人
が
西
北
邊
に
鶴
糧
を
納
入
し
、
政
府
が
こ
れ
に
謝
し
代
償
を
支
佛
ふ
そ
の
支
彿
ひ
方
法
で
あ
る
。
太
窟
、
太
宗
頃

劉
糧
納
入
に
封
し
て
は
、
京
師
に
於
て
現
金
で
支
携
ふ
か
、
叉
は
揚
子
江
方
面
に
於
て
茶
を
以
っ
て
代
償
す
る
か
で
あ

っ
た
。
眞
宗
の
時
に
な
る
と
、
欽
羨
納
入
愚
亭
を
支
彿
ふ
際
に
、
（
一
）
東
南
地
方
に
行
き
て
現
鑓
を
受
取
る
か
、
（
二
）

從
來
の
如
く
茶
を
受
取
る
か
、
又
は
（
三
）
香
藥
象
牙
犀
角
を
受
取
る
か
の
三
様
の
代
償
方
法
を
行
っ
た
◎
こ
れ
を
三
説

法
と
謂
ふ
。
大
抵
の
書
は
こ
れ
を
三
説
法
と
総
し
て
み
る
が
、
玉
海
に
は
叉
こ
れ
を
三
分
法
と
も
饗
し
て
み
る
。
一
般

的
に
は
三
説
法
と
云
ふ
が
、
何
故
に
三
分
法
と
も
云
ふ
か
に
つ
い
て
は
、
夢
漢
筆
談
季
に
左
の
聖
説
明
し
て
み
る
。

　
　
　
　
宋
代
歯
茶
閉
館
年
代
目
附
三
説
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
五
九

（59）



　
　
　
　
　
宋
代
檎
茶
関
四
始
年
代
考
附
説
設
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬢
十
七
巻
　
簾
一
號
　
　
　
六
〇

　
　
世
語
。
算
茶
有
三
説
法
。
最
便
。
三
説
者
。
皆
謂
。
尾
銭
爲
｝
説
。
犀
牙
香
翠
蓋
…
説
。
茶
爲
一
説
。
深
不
然
也
、

　
　
此
乃
三
分
法
。
其
謂
縁
導
入
納
糧
草
。
奨
償
折
爲
三
分
。
　
…
分
夢
見
銭
。
一
分
折
雛
象
雑
貨
。
一
分
差
茶
。
爾
後

　
　
又
有
蝉
折
璽
爲
四
分
法
。
更
改
不
一
。
皆
非
勢
説
也
。
予
在
三
司
っ
求
得
三
説
態
案
。
三
説
者
。
乃
是
三
事
◎
搏

　
　
黒
帯
　
説
Q
便
鍵
爲
二
説
Q
直
便
爲
一
説
り
其
謂
之
博
耀
者
。
極
邊
糧
草
。
歳
入
必
欲
足
常
額
。
毎
歳
自
三
司
拠

　
　
数
下
庫
務
。
先
封
椿
霊
媒
緊
便
書
緊
茶
鉛
。
懸
羅
鍛
鱗
瑠
難
燃
欄
撒
瀦
便
然
後
召
人
入
中
。
便
雑
地
。
次
墨
髭
草
。
商
人

　
　
先
入
中
忍
草
。
律
詩
京
師
。
鋒
請
磨
製
鑓
挿
画
鋤
及
雑
貨
。
灘
魔
羅
機
種
珊
岐
物
榊
鞭
姦
直
便
者
。
商
人
空
便
於
縁
邊
入

　
　
納
。
見
埋
設
京
師
請
領
Q
三
説
先
博
極
数
足
。
然
後
輿
聾
心
及
薩
便
。
以
此
商
人
競
趨
雫
真
壁
極
尊
台
羅
Q
故
邊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

　
　
粟
常
充
足
。
不
爲
諸
郡
分
裂
。
糧
草
之
償
不
能
翔
踊
。
諸
路
税
課
亦
車
糖
術
。
此
良
法
也
。
予
告
三
司
。
方
欲
講
　
σ

　
　
求
・
會
左
遷
。
不
果
建
議
。

　
即
ち
三
説
法
は
本
來
は
三
分
法
と
欝
す
べ
き
を
、
誤
っ
て
三
説
法
と
霧
し
た
の
で
あ
っ
て
、
三
説
法
に
は
元
來
別
の

意
味
、
部
ち
博
耀
、
網
羅
、
及
び
直
便
の
三
事
を
指
す
の
で
あ
る
と
。
以
上
夢
漢
筆
談
の
説
明
に
依
っ
て
爾
者
の
差
蓮

・
は
明
か
と
な
つ
淀
Q
松
井
氏
も
亦
こ
れ
ま
で
は
説
明
し
て
み
る
が
、
し
か
ら
ば
何
故
に
か
く
混
同
さ
れ
淀
か
に
つ
い
て

は
、
何
等
の
説
明
が
無
い
。
こ
れ
は
三
説
法
（
落
ち
三
分
法
）
案
出
の
沿
革
を
討
究
す
れ
ば
判
明
す
る
の
で
は
な
い
か
と

患
ふ
。
玉
海
憲
一
百
入
十
一
、
天
聖
茶
法
の
條
に
、

　
　
至
蓮
元
年
。
盤
鐵
使
陳
恕
爲
三
説
法
。
胴
顯
膿
論
吸
姻
熊
踊
躯
献
繍
懲
㏄
四
書
勉
酬
噴
庸
愚
潔
癖
㏄



叉
章
俊
卿
の
山
堂
考
索
後
集
憲
五
十
、
立
三
鋒
茶
法
の
條
及
び
秘
史
陳
恕
傳
に
は
、

　
　
陳
恕
爲
三
司
使
◎
將
立
茶
法
。
召
茶
商
薮
十
入
。
偉
條
利
害
。
第
爲
三
等
。
翻
使
宋
初
日
。
輿
望
上
等
之
説
。
利

　
　
取
太
狸
、
此
可
行
於
商
頁
。
不
可
行
騰
朝
廷
。
下
等
固
滅
裂
無
糖
。
惟
中
等
帯
説
。
公
私
皆
無
。
吾
裁
損
之
。
可

　
　
以
経
文
。
於
是
爲
三
法
。
行
之
数
年
。
貨
賄
流
通
。
公
用
足
而
民
富
實
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
一

　
山
堂
考
索
並
び
に
宋
史
に
三
法
と
あ
る
は
、
玉
海
に
依
る
に
、
こ
れ
は
三
説
法
を
意
昧
す
る
。
陳
恕
が
三
説
法
を
案

出
す
る
際
、
茶
商
を
集
め
て
翼
翼
意
見
を
吐
露
せ
し
め
、
そ
れ
を
ば
上
中
下
の
三
等
の
説
に
分
類
し
、
中
等
の
説
を
基

本
と
し
て
三
説
法
（
帥
ち
三
分
法
）
を
作
っ
た
と
云
ふ
。
故
に
三
説
法
、
即
ち
三
分
法
は
上
中
下
の
三
説
よ
り
生
れ
た
も

の
で
あ
る
。
上
中
下
の
理
説
よ
り
生
れ
た
三
分
法
と
云
ふ
や
う
な
る
事
か
ら
、
三
分
法
と
三
説
法
の
名
欝
が
混
同
さ
れ

る
に
至
っ
た
の
で
は
無
か
ら
う
か
。
か
く
の
如
き
耕
測
が
許
さ
る
＼
な
ら
ば
こ
の
場
合
の
三
説
な
る
も
の
は
夢
漢
筆
談

の
謂
ふ
博
雑
便
耀
直
便
の
如
き
嚴
格
な
る
意
味
は
持
た
な
く
な
っ
て
く
る
。
（
昭
和
六
年
夏
　
月
＋
入
口
稿
）

　
註
一
、
炎
引
折
中
法
は
、
太
宗
の
雍
熈
年
間
よ
り
實
施
さ
れ
、
商
人
を
し
て
鋼
糧
を
塞
下
に
納
入
せ
し
め
、
要
券
郎

　
　
　
ち
罫
引
を
授
け
て
京
師
に
至
っ
て
絡
銭
を
得
し
め
る
か
、
又
は
江
潅
蛍
雪
地
方
に
行
っ
て
茶
を
受
取
ら
し
め
た
。

　
　
　
こ
れ
を
交
引
折
中
法
と
謂
ふ
。
（
宋
史
食
貨
志
、
長
編
悠
三
十
）

　
註
二
、
宋
代
に
太
灘
太
宗
眞
宗
三
代
の
三
朝
國
吏
、
仁
宗
英
宗
二
代
の
爾
朝
國
史
、
紳
宗
哲
宗
徽
宗
桜
干
四
代
の
四

　
　
　
朝
國
史
、
及
び
こ
れ
等
を
集
大
成
せ
る
九
暢
扇
面
の
あ
っ
た
事
は
容
量
三
筆
憲
四
に
兇
ゆ
℃
長
編
中
に
國
史
と

　
　
　
　
｛
木
代
擁
茶
欄
叩
始
年
代
考
附
…
鷲
淵
説
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫨
が
十
竜
巻
　

鱗
、
心
止
　
　
　
　
山
ハ
一

（61）



　
　
　
函
木
代
綻
茶
照
閲
飴
鉱
・
代
考
附
一
二
嚇
眠
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
⊥
丁
七
巷
∵
鎮
…
號
　
　
　
　
轟
ハ
ニ

　
　
幕
す
る
は
こ
れ
等
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
に
食
貨
志
の
あ
っ
た
事
は
宋
愈
要
に
引
用
せ
ら
れ
て
る
る
も
の

　
　
で
知
り
得
る
。

註
三
、
交
献
通
考
征
椎
五
．
太
禰
皇
帝
乾
徳
二
年
。
詔
。
讃
評
折
半
外
。
悉
嘗
賀
。
敢
藏
匿
不
逡
官
。
及
私
室
鷲
奢
。

　
　
没
入
之
。
論
罪
。
主
吏
聡
悟
官
設
貿
易
及
一
貫
五
百
。
並
持
杖
販
易
。
爲
官
私
檎
捕
者
。
皆
練
。
と
あ
り
。
文

　
　
献
通
考
の
著
者
馬
端
臨
が
長
編
を
熟
知
し
利
用
し
た
と
想
像
さ
れ
る
黙
は
文
献
通
考
中
に
長
編
作
成
の
洛
革
を

　
　
詳
か
に
詑
せ
る
事
か
ら
し
て
も
知
り
得
る
。

註
四
、
太
李
豊
漁
二
年
。
重
定
法
。
務
量
減
。
主
構
盗
官
茶
集
解
銭
三
貫
以
上
。
鯨
面
逡
閾
下
。
云
々
。
（
文
献
逓

考
征
肇
歪
華
婁
禁
＋
入
）
　
　
　
　
　
　
　
幽

註
五
、
宋
史
食
貨
志
、
淳
化
三
年
。
凡
結
徒
持
杖
販
易
私
茶
。
遇
官
司
檎
捕
抵
茎
長
。
皆
死
。


